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加入者・事業主の皆さまへ
令和２年度は、健康保険料率の変更はありませんが

介護保険料率を引き下げました

令和２年３月１日からの料率表
◎健康保険料率

事業主 被保険者 計

一般保険料率
（1000分の） 52.415 51.415 103.830 

❖基本保険料率（再掲）
（1000分の） 33.3965 32.3965 65.793 

❖特定保険料率（再掲）
（1000分の） 19.0185 19.0185 38.037

❖調整保険料率
（1000分の） 0.585 0.585 1.170 

計
（1000分の） 53.000 52.000 105.000 

❖基本保険料：加入者への各種保険給付をはじめ、保健・福祉事業に使われる保険料
❖特定保険料：高齢者医療制度等への支援金に使われる保険料
❖調整保険料： 全国の健康保険組合が共同で行っている、「共同負担事業」等の財源を確保するため、各組合が負担

している保険料

◎介護保険料率【40歳以上65歳未満の人が該当】�

事業主 被保険者 計

❖介護保険料率�
（1000分の） 8.5 8.5 17 

計�
（1000分の） 8.5 8.5 17 

※昨年度よりも1000分の1引き下げています

◎健康保険料率＋介護保険料率� （昨年度よりも1000分の1下がっています）

事業主 被保険者 計

合　　計
（1000分の） 61.500 60.500 122.000 

※詳しくは、当組合ホームページの標準報酬月額及び保険料負担額表をご覧ください

2



　
多
彩
な
保
健
事
業
で

　
　
　
　
　
　
　
　
皆
さ
ま
の
健
康
づ
く
り
を
応
援
し
ま
す
！

　

当
健
保
組
合
の
令
和
２
年
度
の
予
算
は
、
経
常
収
支
額

が
前
年
度
の
２
億
２
２
４
４
万
円
の
経
常
赤
字
に
対
し
、

１
億
４
１
５
８
万
円
の
経
常
黒
字
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

　

経
常
収
支
が
赤
字
か
ら
黒
字
に
な
っ
た
主
要
因
と
し
ま
し

て
は
、
高
齢
者
医
療
に
対
す
る
納
付
金
が
前
年
度
に
対
し
て

３
億
３
６
５
０
万
円
の
負
担
減
と
な
っ
た
結
果
、
経
常
収
支

は
昨
年
度
と
は
一
転
し
て
の
黒
字
と
な
り
ま
し
た
。

　

納
付
金
が
大
幅
減
少
し
た
要
因
は
、
前
々
年
度
の
前

期
高
齢
者
医
療
費
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
最
大
要
因
で

経
常
収
支
は
納
付
金
の

�

負
担
減
に
よ
り
黒
字
に
　

す
。
こ
の
結
果
、
令
和
２
年
度
末
の
準
備
金
保
有
額
は

７
億
８
５
３
７
万
円
で
準
備
金
保
有
率
は
２
２
８
．
４
４
％

と
な
り
、
国
の
基
準
は
ク
リ
ア
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
は
黒
字
予
算
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
後
の
健

保
財
政
健
全
化
に
は
加
入
員
の
平
均
年
齢
の
上
昇
に
伴
う
医

療
費
の
適
正
化
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
納
付
金
・
支
援
金
が
こ
れ
か
ら
も
さ

ら
に
膨
ら
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
労
働

力
人
口
の
減
少
も
問
題
と
な
る
中
、
健
保
財
政
の
健
全
化
に

向
け
た
事
業
が
急
務
と
な
り
ま
す
。

　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
来
年
に
延
期

さ
れ
ま
し
た
が
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
た
健
康
意
識
は
高
ま
り

を
見
せ
て
い
ま
す
。
種
々
の
保
健
事
業
を
通
し
て
皆
さ
ま
の

心
身
の
健
康
維
持
・
推
進
を
ご
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

皆
さ
ま
に
も
生
活
習
慣
の
見
直
し
と
と
も
に
、
従
業
員
だ

け
で
な
く
ご
家
族
の
方
に
も
健
診
や
人
間
ド
ッ
ク
、
特
定
保

健
指
導
を
受
診
い
た
だ
き
、
疾
病
予
防
と
と
も
に
医
療
費
の

適
正
化
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

当
健
保
組
合
で
は
、
令
和
２
年
度
に
つ
き
ま
し
て
も
、
皆

さ
ま
か
ら
お
預
か
り
し
た
大
切
な
保
険
料
を
有
効
に
活
用
す

べ
く
、
保
健
事
業
の
充
実
や
財
政
の
健
全
性
に
十
分
留
意
し

な
が
ら
よ
り
効
果
的
な
疾
病
予
防
と
健
康
づ
く
り
を
推
進
し

ま
す
。 保

険
者
機
能
の
発
揮
に
よ
る

�

総
合
的
な
取
り
組
み
の
推
進
　

■
令
和
２
年
度　
予
算
の
お
知
ら
せ

３
５
億
６
７
３
０
万
円

　

１
億
４
１
５
８
万
円

予
　
算
　
総
　
額

経
常
収
支
差
引
額

●●

　
大
阪
菓
子
健
康
保
険
組
合
の
令
和
２
年
度
の
予
算
案
が
２
月
13
日
開
催
の
第
１
２
６
回
組
合
会
に
お
い

て
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

収入支出
予算額
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収　　　入（千円）

保 険 料 296,682
繰 越 金 0
繰 入 金 6,500
雑 収 入 5

合　　　計 303,187

支　　　出（千円）

介 護 納 付 金 300,171
雑 支 出 3
予 備 費 3,013

合　　　計 303,187

収　　　入（千円） 被保険者１人
当たり収入額（円）

保 険 料 3,167,098 420,933
基本保険料（再掲） 2,006,866 266,729

特定保険料（再掲） 1,160,232 154,204

国 庫 負 担 金 1,495 199
調 整 保 険 料 35,689 4,743
繰 越 金 0 0
繰 入 金 0 0
国 庫 補 助 金 収 入 702 93
特 定 健 診 等 事 業 収 入 0 0
財 政 調 整 事 業 交 付 金 33,251 4,419
雑 収 入 25,879 3,440

合　　　　計 3,264,114 433,827
経常収入合計 3,192,693 424,335

支　　　出（千円） 被保険者１人
当たり支出額（円）

事 務 費 87,116 11,578
保 険 給 付 費 1,683,875 223,801
納 付 金 1,160,221 154,203
前期高齢者納付金（再掲） 506,913 67,373

後期高齢者支援金（再掲） 653,282 86,826

そ の 他 （再掲） 26 4

保 健 事 業 費 107,853 14,335
還 付 金 2 0
財 政 調 整 事 業 拠 出 金 35,689 4,743
連 合 会 費 2,627 348
積 立 金 9,215 1,225
雑 支 出 ・ そ の 他 201 27
予 備 費 177,315 23,567

合　　　　計 3,264,114 433,827
経常支出合計 3,051,109 405,517

経常収支差引額 141,584 千円

健保連から一定額以上の高額の医療費を支
払った健保組合に対して交付される収入

Point！❸

加入者の医療費、出産、傷病手当金等の給
付などをするための費用

Point！❹

65 ～ 74 歳が対象の「前期高齢者制度」
への納付金と75歳以上の後期高齢者に対
する支援金などで、国に納める費用

Point！❺

皆さまの健康保持に必要な各種健診費用や
インフルエンザ予防接種などの補助金や疾
病予防などの健康管理事業などに使う費用

Point！❻

健保連に調整保険料分を支払う際は、名称
が財政調整事業拠出金となる

Point！❼

組合運営の主要財源
予算全体の97％を占める

Point！❶

健康保険組合の集まりである健康保険組合
連合会に拠出し、介護保険料と同様当組合
の収入とはなりません

Point！❷

健
康
保
険
分

令和２年度収入支出予算概要

介護保険分

◉被保険者数　7,524人
・特定健診の受診対象者数　5,400人
◉平均標準報酬月額（育児休業等保険料免除者除く）　287,008円

◉総標準賞与額（年間合計）　4,761,980千円
◉平均年齢　42.43歳
◉被扶養者数　4,682人
◉前期高齢者（65歳以上 75歳未満の被保険者および被扶養者）加入率　3.894462%
◉健康保険料率　1,000分の105
・一般保険料率　1,000分の103.83
　基本保険料率　1,000分の65.793
　特定保険料率　1,000分の38.037
・調整保険料率　1,000分の1.17

◉介護保険第2号被保険者数　4,968人（40歳以上 65歳未満の被保険者および被扶養者）
◉介護保険の対象となる総報酬総額　17,451,914千円
◉介護保険料率　1,000分の 17

令和２年度予算の基礎となった数字

（男性 4,045 人、女性 3,479 人）
（被保険者 4,300 人、被扶養者 1,100 人）

（男性 347,772 円、女性 209,503 円）

（男性 43.41 歳、女性 41.22 歳）

（事業主 1,000分の53 被保険者 1,000分の52）
（事業主 1,000分の52.415 被保険者 1,000分の51.415）
（事業主 1,000分の33.3965 被保険者 1,000分の32.3965）
（事業主 1,000分の19.0185 被保険者 1,000分の19.0185）
（事業主 1,000分の0.585 被保険者 1,000分の0.585）

（事業主 1,000分の8.5 被保険者 1,000分の8.5）
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基本健診（定期健診項目と特定健診項目）の内容

付加検査の内容 特定健診内容

令和２年度（2020年度）

　当健保組合が実施する健診は、基本健診（事業主が行う
『定期健康診断（労働安全衛生法）』と、『特定健診』の両方
の検査項目を兼ね備えた健診）＋付加健診を組み合わせた
ものです。

①医師診察
②計測� （身長、体重、肥満度、腹囲）
③血圧
④視力、聴力
⑤血液検査
脂質検査� （総コレステロール等）
肝機能検査�（GOT,GPT等）
代謝系検査�（血糖、HbA1c、尿糖）
貧血検査� （血色素、赤血球等）
痛風検査� （尿酸）
腎機能検査�（クレアチニン）

⑥尿検査� （尿蛋白）
⑦胸部レントゲン検査
⑧心電図検査

Ａ　胃部レントゲン検査（50歳以上の希望者）
Ｂ　大腸ガン検査（便潜血2回法）
Ｃ　子宮細胞診検査
Ｄ　マンモグラフィー又は
　　乳房超音波検査
　　原則として受診者が40歳以上は
　　マンモグラフィー、40歳未満は乳房超
　　音波検査

Ｅ　腹部超音波検査

婦人科検査

【疾病予防事業】

㋐　問診
㋑　計測
㋒　身体診察
㋓　血圧
㋔　脂質検査
㋕　肝機能検査
㋖　代謝系検査
㋗　尿検査

特定健診項目

保健事業のあらまし
（健康づくり事業）
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令和２年度 健診事業スケジュール
健診の種類 スケジュール等

特定健診

●６月に各家庭へ健診案内を送付（40歳以上の被扶養者を対象）
　①当組合の契約健診機関で受診
　②�近総協（近畿総合健康保険組合協議会）主催の近畿地区（約60ヵ所）での巡回健
診を受診

　③受診券を使用して近隣の特定健診を行っている健診機関で受診
　　以上より各自が選択

基本健診 ●11月に各事業所へ健診案内を送付

婦人健診
●�６月に35歳以上の女性被扶養者（家族）がいらっしゃる各家庭へ健診案内を送付（特定
健診の案内と同時に）
●６月に35歳以上の女性被保険者に対し、各事業所へ健診案内を送付

節目健診 ●３月に満40歳・満50歳・満60歳の被保険者がいらっしゃる事業所へ健診案内を送付

人間ドック ●随時、健康保険組合へ申込み

受診までの
流れ

❶上記の健診申込書（いずれか一つ）を健康保険組合へ送付
　　➡
❷健診機関から受診セットの送付
　　➡
❸受診
　　➡
❹健診機関から健診結果の送付

令和２年度　健診事業スケジュール表
令　　和　　２　　年 令　和　３　年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

特
定
健
診

基
本
健
診

婦
人
健
診

節
目
健
診

予
防
接
種

周知

周知

周知

周知

６月に各家庭へ健診案内を送付

３月に該当する被保険者リストとともに事業所へ健診案内を送付

11月に各事業所へ
健康案内を送付

35歳以上の女性被扶養者宅へ健診案内送付（特定健診と同時）
35歳以上の被保険者に対して各事業所へ健診案内を送付

対象者 40歳以上の被保険者及び被扶養者

対象者 満40歳・満50歳・満60歳の被保険者

対象者 全被保険者・全被扶養者

対象者 35歳以上の被保険者及び被扶養者

対象者 全被保険者

※�同年度内（４月から翌年３月まで）に二つ以上の
健診を受けられた場合、一つだけ補助金の対象
となり、残りの健診は実費扱いとなります。

契約健診機関で受診
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令和２年度　保健事業内容
項　目 対象者 健診項目

付加健診の内容 受診者
一部負
担金Ａ 胃 Ｂ 大腸 Ｃ 子宮 Ｄマンモ又

は乳超音波
Ｅ

腹超音波

■基本健診 全被保険者 基本健診
①～⑧

2,500円
○ ○ 4,500円

○ 3,000円
○ ○ ○ 4,000円

○ ○ 3,500円

■節目健診 満40歳・満50歳・満60歳
の被保険者

基本健診
①～⑧

○ ○ ○ 5,000円
○ ○ ○ ○マンモ ○ 6,000円

■婦人健診 35歳以上の女性
（被保険者又は被扶養者）

基本健診
①～⑧

○ ○ ○ ○ 5,500円
○ ○ ○ 4,000円

■特定健診 40歳以上の被保険者
又は被扶養者

特定健診
㋐～㋗ 1,000円

※胃のレントゲン検査が間接撮影の場合、一部負担金は1,000円安くなります。
※胃のレントゲン検査は、各健診項目（節目健診は除く）において50歳以上の希望者は受診することができます。

■各種補助金の支給 被保険者 入社時健康診断、定期健康診断を実施した事業所に対して、被保険者
一人当たり2,000円を支給します。

■人間ドック 被保険者
短期人間ドック（1泊2日コース） 健診費用の1／ 2（税抜）を補助。

ただし、1泊2日コース　31,750円
半日コース　21,500円を限度日帰り人間ドック（半日コース）

■ インフルエンザ 
予防接種の補助 被保険者及び被扶養者 インフルエンザ予防接種を受けられた方に、2,000円を限度に補助金

を支給します。
■ 成人用肺炎球菌 

ワクチン 
自己負担額補助金

被保険者及び被扶養者 成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種を受けられた方に、自己負担額を
補助金として支給します。

■ ピロリ菌検査の
　補助（※1回限り）

35歳以上の被保険者
及び被扶養者

胃がんの原因と言われるピロリ菌検査を受けられた方に、1回のみ
1,500円を限度に補助金を支給します。健康保険診療の場合は補助の
対象外です。

■ 救急保健常備薬の
斡旋 家庭用、職場用の救急常備薬や保健薬その他保健衛生用品を、年2回（5月・11月）に斡旋します。

■保健師活動 保健師が各事業所を訪問して、保健指導を実施いたします。また、電話での「健康相談」も受付け
ています。

■健保だよりの発行
健保組合からのお知らせ、健康保険に関する解説、その他健康づくりなどについて、分かり易く親
しみやすい内容の「健保だより」を発行しています。菓子健保のホームページからも「健保だよ
り」を見ることができます。� （4月・10月の年2回発行）

■育児書の発行 はじめて出産されたご家庭に、育児書の月刊誌「赤ちゃんとママ」を1年間、その後、季刊誌
「一・二・三歳」をさらに1年間お送りしています。

■医療費のお知らせ 2月末に前年1月から12月までの受診月、受診医療機関名、医療費総額、患者一部負担額などをお知
らせしています。「医療費確定申告」等の参考資料としてお役に立っています。（2月の年1回通知）

■ 健康管理事業 
運営委員会の開催

費用対効果をみながら、健康管理事業をより円滑にしかも効果的に実施できるよう、健康管理事業
運営委員会を開催し検討しています。� （5月・11月の年2回開催）

■ 特定健診・特定 
保健指導の事業

40歳以上の被保険者又は被扶養者が特定健診を受ける場合に、受診券や健診機関リスト等を発行
します。また、健診結果から「動機づけ支援」や「積極的支援」の対象者を選定し、継続的な保健
指導を実施して生活習慣の改善を求めます。

■ スポーツクラブ
「ルネサンス」と
法人契約締結

被保険者及び被扶養者 個人会員よりも安価で㈱ルネサンス直営施設を利用できます。

■ かんぽの宿との 
利用提携 被保険者及び被扶養者 「健康保険被保険者証」をご提示で、1名1泊あたり500円割引

（1泊2食ご利用の小学生以上の方）※所持人及び同伴者3名まで対象
■ 関西サイクルスポーツ 

センターと法人契約締結 被保険者及び被扶養者 割引料金で利用できます。
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医
療
費
の
支
払
い
が
高
額
に
な
る
場
合
で
も
高
額

療
養
費
の
仕
組
み
が
あ
る
た
め
、
一
定
の
自
己
負
担

限
度
額
を
超
え
た
額
は
後
か
ら
払
い
戻
し
が
受
け
ら

れ
ま
す
。
し
か
し
、
払
い
戻
し
ま
で
は
最
低
で
も
２

ヵ
月
以
上
か
か
っ
て
し
ま
う
た
め
、
一
時
的
に
高
額

な
支
払
い
が
必
要
で
す
。

　

そ
こ
で
医
療
費
が
高
額
に
な
り
そ
う
な
場
合
に
は
、

事
前
に
健
保
組
合
か
ら
﹁
限
度
額
適
用
認
定
証
﹂
の

交
付
を
受
け
ま
し
ょ
う
。
限
度
額
適
用
認
定
証
を
医

療
機
関
の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
の
支
払
い
で
済
み
ま
す
。
交
付
に
は
健
保
組
合

で
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

医
療
費
の
支
払
い
に
つ
い
て
心
配
せ
ず
に
安
心
し

て
療
養
に
専
念
す
る
た
め
に
も
、
事
前
に
手
続
き
を

行
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　70歳以上で「一般（課税所得145万円未満、標準報酬月額26万円以下）」の方は高額療養費の年間合
算の対象になります。前年の８月から今年の７月までの１年間について、各個人単位で外来の自己負担額
を合算した額（高額療養費が支給されている場合は支給額を差し引いた額）が144,000円を超えた場合に
は、超えた額が高額療養費として払い戻されます。

医
療
費
が

高
額
に
な
り
そ
う
な
と
き
は

限
度
額
適
用
認
定
証
の
発
行
を

高
額
な
医
療
費
の
請
求
に
驚
く
前
に
、

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
発
行
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

70歳以上の人は
新たに限度額適用認定証が
必要な場合があります
　平成30年８月から、70歳以上の高額療養費の自己負
担限度額が見直されたことに伴い、70歳以上の人では所
得によって新たに限度額適用認定証が必要になる場合が
あります。窓口での支払いの負担を抑えることができま
すので、該当する場合は交付を受けてください。
新たに限度額適用認定証の交付の対象になる場合
●課税所得145～689万円

（年金収入　約370万～1,160万円）
●標準報酬月額28～79万円

対象期間
前年の８月から今年の７月まで

合算対象
所得区分が「一般（課税所得145万円未満、
標準報酬月額26万円以下）」もしくはそ
れ以下の低所得だった月の外来の自己負
担額

支 給 額
144,000円を超えた額

手 続 き
●７月31日時点で当健保組合に加入
当健保組合に支給申請書を提出します。他の健康保険に加入
していた期間がある場合は、その健康保険に手続きして自己
負担額証明書の発行を受け、添付して提出してください。

●７月31日時点で他の健康保険に加入
当健保組合に加入していた期間の自己負担額証明書を発行
します。発行された自己負担額証明書を添付して、現在加入
している健康保険に支給申請書を提出してください。

70歳以上で課税所得145万円
未満、標準報酬月額26万円以下 高額療養費の年間合算の手続きをご案内します

これで安心！
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妊
娠
や
出
産
の
際
は
、
妊
婦
健
診
や
出

産
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
出
産
に

伴
い
仕
事
を
休
み
、
給
料
が
受
け
ら
れ
ず

収
入
が
減
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
で
し

ょ
う
。
こ
の
た
め
、
健
康
保
険
に
は
出
産

の
と
き
の
給
付
と
し
て
出
産
育
児
一
時
金

と
出
産
手
当
金
の
２
つ
の
給
付
が
あ
り
ま

す
。出

産
育
児
一
時
金
は
出
産
費
用
を
補
助

す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
正
常
な
妊
娠
や

出
産
の
場
合
、
健
康
保
険
が
使
え
ず
、
出

産
費
用
は
全
額
自
己
負
担
で
す
。
し
か

し
、
そ
の
代
わ
り
に
出
産
育
児
一
時
金
が

支
給
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
を
医
療
機
関
の

支
払
い
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
被

扶
養
者
が
出
産
し
た
場
合
は
家
族
出
産
育

児
一
時
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

出
産
手
当
金
は
出
産
の
た
め
に
仕
事
を

休
み
、
給
料
が
受
け
ら
れ
な
い
と
き
に
生

活
の
安
定
を
守
る
た
め
に
支
給
さ
れ
ま

す
。
支
給
額
は
１
日
に
つ
き
標
準
報
酬
日

額
の
３
分
の
２
相
当
で
す
。
出
産
手
当
金

は
被
保
険
者
本
人
だ
け
が
対
象
で
、
被
扶

養
者
の
出
産
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

出
産
に
か
か
わ
る
給
付
は
、
母
体
の
保

護
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
未
婚
・
既

婚
を
問
わ
ず
受
け
ら
れ
ま
す
。

出
産
育
児
一
時
金
と

出
産
手
当
金
が
給
付
さ
れ
る

子どもが生まれたとき

出産育児一時金 出産手当金

健保組合から医療機関に出産費用として直接支払わ
れるため、窓口では出産費用との差額を負担するだけで
済みます。健保組合に手続きすればあとから受け取るこ
ともできます。

被保険者が出産で仕事を休み、給料が受けられない場
合に支給されます。給料が支給されても出産手当金より
少ないときは、差額が受けられます。

妊娠₈₅日を経過した出産のとき１
児につき₄₂₀,₀₀₀円（産科医療補
償制度対象外では₄₀₄,₀₀₀円）

欠勤１日につき標準報酬日額の
３分の２相当

産前₄₂日（多胎妊娠₉₈日）から産
後₅₆日まで。出産予定日以後の
出産では遅れた期間も支給

「出産手当金支給申請書」に事
業主と医師などの証明を受け、健
保組合に提出

出産する医療機関等に受け取り
を委任する書面を提出

※対応していない小規模施設等では健保組合に「受取代理申請
書」を提出。

※支給額の計算の基準は、平成₂₈年4月から直近₁₂ヵ月の標準報
酬日額の平均に変更されます。

医療機関に
直接支払うとき

出産したときには出産育児一時金と出産手当金の２つの給付が受けられます。
出産手当金は被保険者だけが受けられます。

健康保険

被保険者 被扶養者 被保険者

支給額

支給
期間

手続き

支給額

手続き
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外国籍の人の場合には、たとえ日本に住
所があったとしても、日本に来ている目
的によっては被扶養者になることはでき

ません。具体的には、医療を受ける目的で日本に滞在し
ている「医療滞在ビザ」の人や、医療目的で滞在してい
る人の日常生活の世話をする目的で滞在している人の場
合、観光・保養などの目的で１年を超えない滞在の「ロ
ングステイビザ」の人の場合には、国内に生活の基礎が
あるとはいえないため、被扶養者にはなれません。

国内に住所がある人だけ
被扶養者になれるのは
国内に住所がある人だけになりました
　健康保険法の改正により被扶養者の認定基準に「国内に住所を有すること」が加わりました。国内に住所を有するこ
との確認は住民票で行いますので、海外に住んでいて国内に住民票がない人は、令和２年４月以降は原則として被扶養
者になることができません。収入など、その他の被扶養者になるための基準は変わりありません。

いいえ

国内居住要件の例外チャート

被扶養者と
なる人は
日本国内に
住所が

ありますか？

国内居住要件の例外に該当していますか？
①外国に留学する学生
②外国に赴任する被保険者に同行する人
③観光、保養、ボランティア活動など、就労以外の目的で一時的に
　海外に渡航している人（青年海外協力隊への参加、ワーキングホリデーなど）
④被保険者の海外赴任期間にその被保険者との身分関係が生じた人で、外国に赴任
する被保険者に同行する者と同等と認められる人（海外赴任中に生まれた子供、
現地で結婚した配偶者など）

⑤上記以外で、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認
められる人

三親等内の親族で生計維持な
どの要件を満たすと、被扶養
者になることができます

被扶養者になることは
できません

被扶養者と
なる人は

日本国籍ですか？

日本の滞在目的（ビザ）が次の内容以外のものですか？
①医療機関に入院し、医療を受ける「医療滞在ビザ」の人、またその世話をする人
②１年を超えない期間滞在する「観光・保養を目的とするロングステイビザ」の人

三親等内の親族で生計維持な
どの要件を満たすと、被扶養
者になることができます

被扶養者になることは
できません

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

被扶養者の要件に
「国内に住所があること」が

加わりました。

令和２年４月から

働くための海外への渡航ではなく、渡航
が一時的なものである場合には、日本に
生活の基礎があり、いずれ日本に戻り生

活すると考えられるため、例外的に被扶養者になれます。
具体的には海外留学中の学生や被保険者の海外赴任への
同行、ボランティア活動などで一時的に海外に渡航して
いる場合などです。その他、渡航目的などの事情から判
断して日本国内に生活の基礎があると認められる場合に
は、被扶養者になることができます。

国内居住の
例外となる
場合

外国籍で
適用除外と
なる場合
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有効期間  2021年 3月 31日 まで
2020.4/1 ～見 本
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医療機関・薬局

支払基金・国保中央会 健康保険組合

健康保険の が
されます

　健康保険で医療を受ける
場合は、医療機関の窓口で
保険証を提示する必要があ
ります。
　現在は資格を失った後でも保険証を返却せずに持
っていると、その保険証で受診できてしまいます。
このため、資格喪失後に受診した医療費が健康保険
組合に請求される事務トラブルが起きていました。
そこで、「どの健康保険に加入しているか」がオン
ラインで確認できる仕組みが導入されます。
　患者はこれまでと同様に窓口で保険証を提示する
か、マイナンバーカードをカードリーダーにかざし
ます。医療機関は患者が加入する健康保険をオンラ
インでチェックできます。制度の導入により高額療
養費の限度額適用認定証を発行してもらわなくても
済むようになるなど手続きが簡略化され、健康づく
りのために自分の健診データや薬の服用履歴などを
確認できるようになる予定です。
　オンライン資格確認の開始は2021年３月ごろの予
定です。今後も制度の詳細が決まりましたら順次ご
案内していきます。

　健康保険の資格情報を
オンラインで確認する仕
組みの導入が予定されて
います。それにより、健
診データや薬の服用履歴
なども確認できるように
なります。

•オンラインで資格確認ができるので事務トラブル
を防げる

•限度額適用認定証の発行を受けなくても済むよう
になる

•マイナンバーカードで医療機関を受診できる
•健診や服薬履歴の情報を確認して健康づくりに役

立てられる

オンライン資格確認のイメージ

被保険者記号・番号について
●新たに発行される保険証には２桁の番号が追加されます

が、すでに発行されている保険証は制度開始後もそのま
ま利用できます。

●プライバシー保護の観点から、健康保険事業と関連した
事務に使う以外で被保険者記号・番号の告知を求めるこ
とが制限されます。

オンラインで健康保険の
加入資格があるか確認

患者はマイナンバーカ
ードもしくは保険証を
窓口で提示。

資格確認システムに
健康保険の
資格情報を登録

健康保険をまたがって
加入資格を一元的に管
理し、請求を正しい保
険者に振り分ける。

現在の被保険者記号・
番号に２桁の番号を追
加して個人単位の番号
にする。

■導入までのスケジュール（予定）

2021年３月末 保険証、マイナンバーカードによる
オンライン資格確認の本格運用

10月 マイナポータルでの薬剤情報の閲覧
開始

2022年３月末 医療機関等の９割程度でオンライン
資格確認が導入

2023年３月末 概ねすべての医療機関等でオンライ
ン資格確認が導入

健康保険のオンライン資格確認が
導入されます

導入で変わること

新型コロナウイルス感染症

予防の基本
｜手｜洗｜い｜が

飛沫感染 接触感染

3つの咳エチケット

厚生労働省　新型コロナウイルス感染症について 検索

日常的な感染予防策

石けんで洗い終わったら、
十分に水で流し、清潔なタ
オルやペーパータオルでよ
く拭き取って乾かします。

❶

❹ ❺ ❻

❷ ❸

首相官邸・厚生労働省のホームページより

ティッシュ
ハンカチマスク 袖

日本国内でも感染の広がりが報道されている「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」は、
かぜの一種です。症状の特徴としては、発熱やのどの痛み、長引く咳（１週間前後）、
強いだるさ（倦怠感）があり飛沫感染と接触感染によってうつるといわれています。

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば など）と一緒に
放出されたウイルスを、口や鼻から吸い込み感染
します。満員電車など、人が多く集まる場所では
注意が必要です。

手洗い

咳エチケット

外出先から戻ったときや食事前などに、こまめに石
けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。

咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、
ハンカチ、袖をつかって、口や鼻をおさえること
（＝咳エチケット）が重要です。

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手
で触れたところにウイルスが付着します。その場
所に触れた他の人が、触れた手で口や鼻などを触っ
て粘膜から感染します。

※重症化しやすい傾向にある高齢者や基礎疾患のある方は、人混みは避けるなど、感染予防に十分ご注意ください。
※予防のポイントや感染が疑われる場合の対応など、詳細な情報に
　ついては、厚生労働省等のホームページをご覧ください。
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医療機関・薬局

支払基金・国保中央会 健康保険組合

健康保険の が
されます

　健康保険で医療を受ける
場合は、医療機関の窓口で
保険証を提示する必要があ
ります。
　現在は資格を失った後でも保険証を返却せずに持
っていると、その保険証で受診できてしまいます。
このため、資格喪失後に受診した医療費が健康保険
組合に請求される事務トラブルが起きていました。
そこで、「どの健康保険に加入しているか」がオン
ラインで確認できる仕組みが導入されます。
　患者はこれまでと同様に窓口で保険証を提示する
か、マイナンバーカードをカードリーダーにかざし
ます。医療機関は患者が加入する健康保険をオンラ
インでチェックできます。制度の導入により高額療
養費の限度額適用認定証を発行してもらわなくても
済むようになるなど手続きが簡略化され、健康づく
りのために自分の健診データや薬の服用履歴などを
確認できるようになる予定です。
　オンライン資格確認の開始は2021年３月ごろの予
定です。今後も制度の詳細が決まりましたら順次ご
案内していきます。

　健康保険の資格情報を
オンラインで確認する仕
組みの導入が予定されて
います。それにより、健
診データや薬の服用履歴
なども確認できるように
なります。

•オンラインで資格確認ができるので事務トラブル
を防げる

•限度額適用認定証の発行を受けなくても済むよう
になる

•マイナンバーカードで医療機関を受診できる
•健診や服薬履歴の情報を確認して健康づくりに役

立てられる

オンライン資格確認のイメージ

被保険者記号・番号について
●新たに発行される保険証には２桁の番号が追加されます

が、すでに発行されている保険証は制度開始後もそのま
ま利用できます。

●プライバシー保護の観点から、健康保険事業と関連した
事務に使う以外で被保険者記号・番号の告知を求めるこ
とが制限されます。

オンラインで健康保険の
加入資格があるか確認

患者はマイナンバーカ
ードもしくは保険証を
窓口で提示。

資格確認システムに
健康保険の
資格情報を登録

健康保険をまたがって
加入資格を一元的に管
理し、請求を正しい保
険者に振り分ける。

現在の被保険者記号・
番号に２桁の番号を追
加して個人単位の番号
にする。

■導入までのスケジュール（予定）

2021年３月末 保険証、マイナンバーカードによる
オンライン資格確認の本格運用

10月 マイナポータルでの薬剤情報の閲覧
開始

2022年３月末 医療機関等の９割程度でオンライン
資格確認が導入

2023年３月末 概ねすべての医療機関等でオンライ
ン資格確認が導入

健康保険のオンライン資格確認が
導入されます

導入で変わること

新型コロナウイルス感染症

予防の基本
｜手｜洗｜い｜が

飛沫感染 接触感染

3つの咳エチケット

厚生労働省　新型コロナウイルス感染症について 検索

日常的な感染予防策

石けんで洗い終わったら、
十分に水で流し、清潔なタ
オルやペーパータオルでよ
く拭き取って乾かします。

❶

❹ ❺ ❻

❷ ❸

首相官邸・厚生労働省のホームページより

ティッシュ
ハンカチマスク 袖

日本国内でも感染の広がりが報道されている「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」は、
かぜの一種です。症状の特徴としては、発熱やのどの痛み、長引く咳（１週間前後）、
強いだるさ（倦怠感）があり飛沫感染と接触感染によってうつるといわれています。

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば など）と一緒に
放出されたウイルスを、口や鼻から吸い込み感染
します。満員電車など、人が多く集まる場所では
注意が必要です。

手洗い

咳エチケット

外出先から戻ったときや食事前などに、こまめに石
けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。

咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、
ハンカチ、袖をつかって、口や鼻をおさえること
（＝咳エチケット）が重要です。

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手
で触れたところにウイルスが付着します。その場
所に触れた他の人が、触れた手で口や鼻などを触っ
て粘膜から感染します。

※重症化しやすい傾向にある高齢者や基礎疾患のある方は、人混みは避けるなど、感染予防に十分ご注意ください。
※予防のポイントや感染が疑われる場合の対応など、詳細な情報に
　ついては、厚生労働省等のホームページをご覧ください。
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ホームページのお知らせ

https://www.kasikenpo.jp

　令和2年5月に、大阪菓子健康保険組合ホームページをリニューアルします。
　当組合の概要や健康保険制度のしくみ、各種申請書のダウンロードなど
加入者の皆様方に役立つ情報をより充実した内容でご提供いたします。
　是非ご覧いただき活用ください。

リニューアル５月

■アドレス


